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１【提出理由】

当社第86期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等

の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2026年6月26日

 

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

当社普通株式1株につき金177円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、古川俊太郎、宮本茂、高橋伸也、

柴田聡、塩田興、別府裕介、Chris Meledandri、Miyoko Demay、八谷和彦を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、武永豊、新川麻、大澤栄子、阪智香を選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の

付与のための報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）の株式報酬について、

譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額の上限を年額10億円以内、

発行または処分される当社の普通株式の総数の上限を年50,000株以内とする。
 

 

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

件並びに当該決議の結果

決議事項 賛成 反対 棄権 賛成率 議決結果

第1号議案 8,702,626 個 129,013 個 7,351 個 97.80 ％ 可決

第2号議案

　古川　俊太郎 8,096,208 705,775 37,014 90.98 可決

　宮本　茂 8,525,124 246,668 67,216 95.80 可決

　高橋　伸也 8,557,442 214,350 67,216 96.17 可決

　柴田　聡 8,557,470 214,322 67,216 96.17 可決

　塩田　興 8,557,529 214,263 67,216 96.17 可決

　別府　裕介 8,558,824 212,968 67,216 96.18 可決

　Chris Meledandri 6,678,895 2,151,141 8,974 75.06 可決

　Miyoko Demay 8,741,938 88,227 8,853 98.24 可決

　八谷　和彦 8,734,020 96,024 8,974 98.15 可決

第3号議案

　武永　豊 8,224,008 606,005 8,977 92.42 可決

　新川　麻 8,737,475 92,671 8,856 98.19 可決

　大澤　栄子 8,736,613 93,533 8,856 98.18 可決

　阪　智香 8,750,216 79,932 8,856 98.33 可決

第4号議案 8,574,619 242,155 22,249 96.36 可決
 

（注）各決議事項の可決要件は次のとおりです。

・第1号議案および第4号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

・第2号議案および第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出

席及び当該出席株主の議決権の過半数の賛成です。
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(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計したこ

とにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の

株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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